
①小型魚、中型魚船釣り用ロッド ５００円～２５００円 

①小型魚、中型魚船釣り用リール
(手巻き、電動)

５００円～３５００円 

②大物釣り用ロッド
(５０キロぐらいまで)

３０００円～

②マグロなどの大物、深海釣り用リール
(手巻き・電動)

４０００円～

カレイ、マス、ヒラメ、サケ、タラ、メジナ・鯛のかご釣りなどに 沖縄や八丈島などでの大物釣り、メヌケ、キンキ釣りに

③投げ釣り用ロッド ５００円～２５００円

③投げ釣り用リール ５００円～３５００円

遠投用もあります。竿立て、竿ケースなどもあります
④キャスティング競技向けロッド ３０００円～

④キャスティング競技向けリール ２０００円～３５００円

キャスティング大会にチャレンジしてみようという方に

⑤ルアー用ロッド ５００円～２５００円

⑤ルアー用リール ５００円～４０００円

小物用、ロックフィッシュ、トラウト、サーモン、ブリ、大物ジギングなどに
⑥ワカサギ釣り用ロッド ３００円～

⑥ワカサギ釣り用リール ３００円～

穴あけ用ドリル、竿受けなどの小物もあります

⑦釣り教室・釣り大会などイベント用ロッド ２００円～

⑦ロッドとリールのセット価格 ３００円～ 

⑧船用ロッドホルダー ５００円～１５００円

⑫発電機 ５０００円

⑬電動しゃくり器

⑭このほか、アミ付けバケツ、刃物類、バケ、オモリなど小物類などもあります。ご相談ください。

※レンタルお申し込みの際にはレンタル規約を必ずお読みいただき、ご理解ご協力をお願いします。メールでのお申込みはご遠慮ください。

４０００円

⑨電動リール用バッテリー １０００円

⑩ライフジャケット ※自動膨張式ベスト(膨らんだ場合は別途ガスボンベ代がかかります)、子ども用もあります

※１００リットルまであります

※混合油タンク、ハロゲンランプ付き

５００円～２５００円

⑪クーラーボックス ５００円～２５００円

川釣りやチカ釣りなどの万能手竿、ハゼ釣りなど小型ルアー用ロッド、船カレイ釣り用ロッド、数十本あります

【さお・リール】

【その他の釣り用品】

＜主な釣り具の料金＞
※料金は２泊３日分で税込価格です。１日延長するごとに料金の３分の１が加算(端数は切り捨て)されます。
延長分が後払いの場合は延滞金扱いとなります。

＜レンタル規約＞
レンタルをお申し込みいただくにあたり、以下の要項をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 
１．このレンタルは、日釣振北海道地区支部の会員に限り行います。まだ、会員に入会されていない場合は、申し込み時に入会をお願
いします。
２．レンタル申し込み時に、ご身分を証明する物の提示をお願いします。(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
３．直前のお申し込みの場合や、貸し出し中のものについては、レンタル出来ない場合がありますのでご了承ください。
４．レンタル料金は、レンタル品をお渡しする時にお支払いいだきます。
５. レンタル期間は、レンタル品お渡し日を含み3日と致します。(例：金曜日にリールをお渡した場合は、お返しいただく期間は日曜日ま
でとなります)
６．レンタル期間を過ぎても返却が無い場合は、一日につきレンタル料金の３分の１を延滞金(端数は切り上げ)としてご請求いたします。
７．返却期日より早く返却された場合でも、差額のお支払いは致しません。
８．レンタル品は、イベント用を除き、貸し出しをお申し込みされた方のみご利用が出来ます。他人への貸与、譲渡は出来ません。但し、
ご家族内でのご利用はこの限りではありません。
９．貸し出し致しましたレンタル品がお客様の過失により故障した場合は、修理代金をご請求いたします。
10．貸し出し致しましたレンタル品を紛失した場合は、レンタル品の定価金額をご請求いたします。
11．シケや遊漁船の都合により、釣行が不可能になり、レンタル品を一切使わなかった場合は、レンタル料金をお返しいたします。この
場合は必ず釣行日にご返却ください。(但し、乗り遅れや船酔いの場合はこの限りではありません。お申し込みの際に出港場所と船名を
ご記入ください。ご記入がない場合はレンタル料金の返金は出来ません)
12．レンタル品は貸し出し前にお客様とご一緒に動作確認をしてからレンタルいたしますが、万一通常使用での自然故障が発生した場
合は免責とすることにご同意いただきます。また、船賃や釣行における経費、交通費、慰謝料等の請求には一切応じられません。
13．電動リール用のバッテリーは必ず専用のバッテリーをお使いください。船の電源や車のバッテリーを使用すると、故障の原因になっ
たり、リールの性能を著しく損なう恐れがあります。
14．返却期間を過ぎ、２日が経過した場合は、連絡先にお電話にて返却日の確認を取らせていただきます。５日以上返却がない場合は
延滞金＋商品代金のご請求をさせて頂きますと共に、独自の処理を取らせていただきます。
15．不正行為が認められたり、本規約に違反した場合は事前に通告することなく会員資格を無効とし、会員名簿から削除いたします。
16．レンタル申し込み用紙記載の住所・身分の詐称・電話の不通などが発生した場合は、レンタル品の横領目的による詐欺とみなし、所
管の警察に通報いたします。
17．レンタル料金、ここに記載した事項は変更することがございます。ご了承下さい。以上 

電話０１１－７０９－６１１１(ＦＡＸ兼用)　※留守番電話となっている場合もあります。
札幌市北区北１１条西４丁目１－４２　チサンマンション１１０７号　※地下鉄１２条駅すぐそば


